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まもるべき自然とは何か、
駆除されるべき生物とは何か
―「境界線」からさぐる環境倫理―
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タイワンザルやアカゲザルのニホンザルとの交雑問題
捕獲進む外来ザル ニホンザルと交雑、生態系に影響
2008/08/13 朝日新聞 夕刊6ページ 2022文字

農作物への被害、ニホンザルとの交雑による生態系への影響などから、特定外来生物に指定
されたタイワンザルとアカゲザルの捕獲が進んでいる。和歌山県のタイワンザル対策は6年かけ

て全頭捕獲まで「あと十数匹」に迫った。だが、残ったサルは警戒心も強く、これからが正念場。
千葉県・房総半島のアカゲザルは交雑が予想以上に広がり、捕獲は長引きそうだ。
（清水弟）
●全頭捕獲が目前 和歌山のタイワンザル

和歌山県の海南市、和歌山市の境界、大池遊園地域に野生化した外国産サルがいることは78
年に知られていた。98年4月、大池から30キロほどの地点で見つかったサルが、遺伝子分析でニ
ホンザルとタイワンザルの交雑と判明。同県や日本霊長類学会の調査で200～300匹のタイワン
ザルが確認された。
（中略）

ワーキンググループと県は今月下旬から生息調査を行い、最後の詰めを協議する。グループ
代表の和秀雄・大阪大名誉教授（生殖生物学）は「ここまで来たのは県ががんばったからだ。最
後まで手を緩めないでほしいし、私たちも全頭捕獲まで協力したい」と話している。
●大型オリが威力 房総のアカゲザル

房総半島のアカゲザル対策は新設の大型オリが威力を発揮、07年度128匹を捕獲した。千葉
県は大型オリを新たに2基設置し、大量捕獲をめざす。推定生息数は約4群計600匹。05年調査
の3群、350～380匹に比べて大きく増えており、一刻を争う状況だ。

房総丘陵では、国の天然記念物・高宕山サル生息地などにニホンザルが生息、アカゲザルと
の交雑が進んでいる。川本准教授と野生動物保護管理事務所（東京都町田市）の白井啓さんに
よると、アカゲザルの群れのほぼ8割がニホンザルとの交雑個体と推定されている。

千葉県は、地元の「かずさDNA研究所」（大石道夫所長）の協力を得て、今年度から始まった
第2次ニホンザル保護管理計画に、交雑状況を調べる遺伝子モニタリングを盛り込んだ。ニホン
ザル生息地への影響を監視する体制も整えつつある。



和歌山のタイワンザルはほぼ「駆除」？

和歌山のタイワンザル、ほぼ捕獲 【大阪】
2012/07/07 朝日新聞 朝刊37ページ 362文字

野生化したタイワンザルの捕獲が、和歌山県でほぼ完了したことが同県や環境省の調査
でわかった。愛知県であった日本霊長類学会で6日、報告された。タイワンザルは外来種で、
日本固有のニホンザルと交雑し、生態系を乱すとして各地で駆除が進められている。2005
年の外来生物法施行後、哺乳類では全国初の全捕獲となりそうだ。

タイワンザルは05年6月施行の外来生物法で「特定外来生物」に指定され、駆除の対象と
なった。捕獲し駆除することに反対する声もあり、捕獲を進めるのが難しいケースもある。

和歌山県などによると、閉園した和歌山市郊外の動物園から逃げたタイワンザルが、県北
部の山林で野生化したという。2003年には300匹近くまで増加。10年3月末までに356匹を捕
獲して約20匹まで減らした。見つかればさらに捕獲を進める予定だ。（杉本崇）



房総のアカゲザルのニホンザルとの交雑問題 霊長類学会

「固有のニホンザル守って」 県に対策要望 霊長類学会 房総半島で交雑懸念
2013/02/27 東京新聞 朝刊3ページ 492文字

千葉県の房総半島中南部で日本固有のニホンザルと、外来種のアカゲザルの交雑が進んで
いるとして、日本霊長類学会（会長・清水慶子岡山理科大教授）は二十六日、県に防止対策の
充実を要望した。「房総半島の純粋なニホンザルが消滅してしまう恐れがある」と指摘している。

学会によると、県内のニホンザルは五千～一万頭と推測され、主に半島中央部で群れをつくっ
ている。一方、動物園などから逃走後、繁殖したとみられるアカゲザルは、半島南端の館山、南
房総の両市境で集団生活しているとの報告があり、五百～千頭前後という。

二〇〇八～一一年度の県の調査では、有害鳥獣として駆除された二千三百六十二頭のサル
のうち、1・6％に当たる三十八頭の交雑が判明。このほか百三十九頭にも交雑の可能性がある

とされた。県は交雑の調査を一一年度で打ち切っており、学会は調査の復活に加え、アカゲザ
ルと交雑したサルの捕獲を要望した。

清水会長は「早めに手を打つ必要がある」と指摘。青森県の下北半島や和歌山県北部などの
ニホンザルの生息域でも、外来のタイワンザルがすみ着いた前例があるが、自治体が駆除に乗
りだし、交雑は抑えられているという。



外来生物法の改正へ
（2013年6月）

http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/files/gaiyou25.pdf、最終アクセス2014年1月20日
（環境省自然環境局「外来生物法について」のページより http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html）

外来生物法の一部を改正する
法律が平成２５年６月１２日に
公布されました！

公布から１年以内の政令で定
める日から施行されます。

＊



環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「外国からやってき
た生きものたち」（パンフレット）2010年5月発行、5頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_gaikokukara.pdf

＊

＊



環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「外国からやって
きた生きものたち」（パンフレット）2010年5月発行、3-4頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_gaikokukara.pdf

＊ ＊



環境省自然環境局野生生物課外来生物対策
室「外国からやってきた生きものたち」（パンフ
レット）2010年5月発行、6頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_gaik
okukara.pdf

＊



「特定外来生物」−−−−「駆除されるべき生物」
と「そこにあるべき生物」とを区別している？

 なぜ、特定の生物は駆除されなければならないのか？

 「動物愛護」の立場から反対もある

 そもそも人間が「駆除」って傲慢では？人間が原因なのに

 ある特定の生物が「いてはいけない」「生態系？」とは？

 「本来の」「生態系？」って？

 どこで、その「境界」は決められるの？

 「本来あるべきもの」を「かき乱すもの」はいてはいけない？

 一方で、生物の導入は相変わらず行われている

 豊岡のコウノトリ、佐渡のトキ．．．しかも、外来のもの

 何が、「いていいのか」「いて悪いのか」を決めるのか？

 「本来の」姿というものはあるのか？



生物多様性保全への国際的・国内的取り組み

 1992年 地球サミット(リオ・デ・ジャネイロ)
生物多様性条約採択

 1993年 生物多様性条約発効・日本/締結

 1995年10月 生物多様性国家戦略策定

 2002年3月 新・生物多様性国家戦略

 2002年度から 自然再生事業の開始、展開
 釧路湿原（北海道）、くぬぎ山（埼玉県）等々

 2003年1月 自然再生推進法の制定、施行
 自然再生協議会を設置して多様な主体がかかわり、合意形成する新しい方式

 2004年6月 外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）

 2007年11月27日 第三次生物多様性国家戦略

 100年計画、「SATOYAMAイニシアティブ」

 2010年3月 生物多様性国家戦略2010
 2010年 生物多様性条約 第十回締結国会議(COP10)(名古屋)
 2012年9月 生物多様性国家戦略2012ｰ2020
 2013年6月12日 外来生物法改正



環境省「生物多様性国家戦略」のパンフレットから（第３次と２０１０）

＊＊



生物多様性の現状と課題
（第二次生物多様性国家戦略から）

＊ 環境省「新・生物多様性国家戦略」（平成14年3月27日決定）の概要より
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/files/outline.pdf （2014年1月20日最終アクセス）



生物多様性の現状と課題
（第二次生物多様性国家戦略から）

里山

「かかわり」の再生

「文化」の再生

人間の介入
からの「保護」

ゾーニング

外来種

駆除=管理

＊ 環境省「新・生物多様性国家戦略」（平成14年3月27日決定）の概要より
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/files/outline.pdf （2014年1月20日最終アクセス）



生態系概念の変更と生態系サービス

 生態系概念の変更

 有機体論モデルから変動と不均一のシステムへ

 「攪乱」の深い意味

 自然界の攪乱と人為的攪乱

 攪乱依存性生物と生物多様性

 安定化へ向かう「自然」と、攪乱により絶えず変動する「自然」は

どちらが「望ましいのか」

 自然科学に、「望ましさ」の解はない

 「国連ミレニアム生態系評価」における「生態系サービス」

 （http://www.millenniumassessment.org/en/about.slideshow.aspx）

 邦訳『生態系サービスと人類の未来』（オーム社、2007年）



国連ミレニアム生態系評価書 （http://www.millenniumassessment.org/en/about.slideshow.aspx）
邦訳『生態系サービスと人類の将来』（オーム社、2007年）、p13図A「生態系サービスと人間の福
利との関係」参照。

調整
生態系プロセスの
調整機能によって
もたらされる便益

• 気候などの調整

• 病気などの制御

• 洪水などの自然災害の
緩衝機能

供給

生態系により
生産され

また供給される財
• 食料の提供

• 水資源の供給
• 燃料や生活の素材の提供

• 遺伝子資源

文化

生態系からの
非物質的便益
• 精神性・宗教性
• リクリエーション

• 審美的価値
• 霊感的な特性
• 教育的側面

基盤
他の三つの生態系サービスの生産に必要なサービス

• 土壌形成 • 栄養素循環 • 一次生産

「国連ミレニアム生態系評価」における「生態系サービス」



自然

生物の多様な関係性の総体

人間の営み

人間の関係性のシステム

(生業、遊び仕事（マイナー・サブシステンス）、遊び)

(利用のルール、社会組織)生物多様性と
人間の関係のシステム

狭い意味での生物多様性



自然

生物の多様な関係性の総体

人間の営み

人間の関係性のシステム

(生業、遊び仕事（マイナー・サブシステンス）、遊び)

(利用のルール、社会組織)生物多様性と
人間の関係のシステム

広い意味での生物多様性
（文化の多様性も含む）



自然

生物の多様な関係性の総体

人間の営み

人間の関係性のシステム

(生業、遊び仕事（マイナー・サブシステンス）、遊び)

(利用のルール、社会組織)

社会的共同性 精神的共同性

望ましい管理 望ましい価値

生物多様性と
人間の関係のシステム



自然

生物の多様な関係性の総体

人間の営み

人間の関係性のシステム

望ましい自然

(生業、遊び仕事（マイナー・サブシステンス）、遊び)

(利用のルール、社会組織)

社会的共同性 精神的共同性

望ましい管理 望ましい価値

生物多様性と
人間の関係のシステム

保全・管理・
再生・駆除



「外来」VS 「在来」

 「在来」をどう定義するのか━━特に「侵略性」外来種

 新大陸の場合は比較的簡単

 「近代」━大航海時代に白人が持ち込んだ動植物

 白人が来る前か来る後か

 歴史的線引きが可能━━ニュージーランドの箱船計画の根拠

 「1080」という農薬を使用してネズミやポッサムを散布してまで

 ニュージーランド独自の鳥類を守ろうとしている

 そのことについてもさまざまな議論があるが．．．．．



「外来」VS 「在来」

 「在来」をどう定義するのか━━特に「侵略性」外来種

 人間の営みが長く存在してきている場合

 「近代」という線引きが可能なのか？また妥当性があるのか？

 同じ日本の中にいる生物でも、たとえばカブトムシのように、本来は本州以南にし

か生息していない生物が北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域

から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合に、もとからその地域にいる生

物に影響を与える場合がありますが、外来生物法では海外から入ってきた生物

に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入され

たものを中心に対応します。

※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動する

ものなので外来種には当たりません。（環境省の見解「侵略的外来種について」）

（http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/basic.html 最終アクセス2014/01/20）

 江戸時代以前の比較的狭い範囲で生活して生きてきた時代から、

遠距離までさまざまな動植物を移動させることも可能になったことが根拠

 しかし、太古から農作物、家畜などの「伝播」「移動」ということもあった

 江戸時代であっても、人の移動が限られていたわけではない（実は）



「外来」VS 「在来」

 「在来」をどう定義するのか━━特に「侵略性」外来種

 人間の営みが長く存在してきている場合

 そもそも、ひとが動植物を「伝播」し「移動」させ、
「自然」を改変して生きてきた歴史をどう捉えるのか

 大量な放流など、近代以後の技術で可能になったものもある

 和井内貞行−−魚が棲まない十和田湖にヒメマスを放流して養魚事業を成功させた
（1905年）。十和田湖を国立公園に指定することにも努力

 サケ・マス孵化放流事業（明治以後の「資源」管理の考え方）

 違う川に放流することもしばしば

 最近になっても、川の「資源」管理のために放流することはなされる

 かつては琵琶湖の稚アユを全国に放流していた。今は河川独自、養殖

 今でも、釣り観光のためにさまざまな魚を放流することは通例のこと

 最近のブラックバスやブルーギルの放流を禁止することの整合性

 そもそも、「時間」「歴史」（伝統的）という基準で捉えられるのか？



「外来」VS 「在来」

 「在来」をどう定義するのか

 「時間」「歴史」（伝統的）という基準で捉えられるのか？

 ⇒なかなか困難

 自然科学的根拠は何か?
 進化生態学的自然観━━そもそも「生物多様性」もそれに基づく

長い年月にわたる相互作用を通じて関係し合った結果、
その環境に適応的な形質を持った個体や集団(種)が残っている。

そのような動的にバランスしている生物のセットが
「在来生物相」。歴史的かつ地域固有の存在。

 E. O.Wilsonという存在
 On Human Nature, 1979, Harvard University Press, 『人間の本性について』 1997 筑摩書房。

 Sociobiology: The New Synthesis 1975, Harvard University Press. 『社会生物学』 1983 新思索社。

 Promethean fire: reflections on the origin of mind, 1983, Harvard University Press,
『精神の起源について』 1990 思索社。

 Biophilia, 1984, Harvard University Press.

 The Diversity of Life, 1992, Harvard University Press,
『生命の多様性 上・下』 2004 岩波書店 大貫 昌子、 牧野 俊一訳

 Biophilia|The Biophilia Hypothesis, 1993, Shearwater Books, 『バイオフィリア－人間と生物の絆』 1994 平凡社。



「外来」VS 「在来」

 「在来」をどう定義するのか

 自然科学的根拠としての「進化生態学的自然観」

 しかし、「固有種」「希少種」という枚挙的な多様性認識
（静的？多様性認識)から、
相互作用や生態系機能の理解に基づく、
動的・機能的な多様性認識への転換

 それでも「歴史的価値を担った地域固有性 」は重要

 生態系の「攪乱」、遺伝的「攪乱」も重要だが、長い時間をかけて安定化

 短期間の急速な「攪乱」は避けるべき？

 このような自然観に基いて、
外来種の「侵略性」を立証することは可能なのか？

 そもそも、生態学研究者以外の人々が
それを共有することは？どのような意味があるのか？

 科学的世界観を共有することの意味は？

 「普及」という意味合いを考える



「侵略性」「外来種」を駆除・根絶する根拠は?
 費用対効果として、経済的な観点から問題を捉える

 イギリスのヌートリア根絶など

 −−根絶するか否かの経済学的根拠として

 「経済的被害」に対応する、費用対効果−−主として農業被害

 しかし．．．．

 経済的被害は、「侵略性」「外来種」の被害なのか？

 タイワンザル、アカゲザルの外来種問題以前に、

サルの獣害問題があり、外来種かどうかにかかわらない

 生物多様性に対する「被害」｢リスク」を評価することとは違う位

相

━━もっとも、「生態系サービス」との視点



「侵略性」「外来種」を駆除・根絶する根拠は?
 「単なる」「獣害問題」との混乱的な認識

 しかし、「獣害問題」も、「単純な」問題ではない

 遺伝子多様性、遺伝子レベルでの「外来種」駆除は、

民族主義的な優生思想るかかわる問題をはらむ

━━「ナチズム」の問題を想起

 そもそも、E. O. Wilsonの『人間の本性とは何か』以来の、

社会生物学論争とも関連



和歌山のタイワンザル問題の概要
 1998年タイワンザルとニホンザルの交雑が見つかる

 （尾が29cm cf. タ40cm、ニ10cm）

 和歌山県北部、タイワンザルの野生化、170〜200頭、農業被害の確認

 1954年の貴志川町遊園地閉鎖の時に逃げ出した数頭が起源？

 2000年12月 和歌山県サル保護管理計画（特定鳥獣保護管理計画）対策検討会、

 計画案（捕獲・安楽死案）を提出 「生態系のかく乱を防止する」ことが目的、

 「農作物被害の削減に寄与する」

 公聴会等で反対意見も。動物愛護の立場（特に熊森協会）

 生存案として①無人島放逐②飼育施設建設③避妊処置後再放逐④県有林内に柵で囲った中
に放逐の案を検討、採用困難と結論

 2001年4月 県民アンケート（1000名回収率65％）、安楽死支持64％
（1代限りで動物園飼育管理に対して）

 2001年9月和歌山県、タイワンザルと、ニホンザルとの交雑種の
全頭捕獲・安楽死を決定。「和歌山県サル保護管理計画」公示

 2003年まで300頭まで増加

 2010年3月までに356頭捕獲・安楽死、約20頭まで減らして捕獲完了



和歌山のタイワンザル問題の論点・問題
 「遺伝子汚染」

 純粋なニホンザルの遺伝子構成の変化、ニホンザル集団の消失の危険

 「種」の異同、遺伝子の多様性をどう考えるのか

 タイワンザルとニホンザルは同じ「種」か、種内の遺伝子の多様性

 「歴史的価値を担った地域固有性 」

 生物多様性の「種の多様性」「遺伝子の多様性」をどう捉えるのか

 生態系への攪乱をどう捉えるのか

 生態系に関する不確実性をどう捉えるのか、「予防原則」の問題

 日本霊長類学会、日本哺乳類学会、日本生態学会が「安楽死」を支持

 農作物被害の問題が意識的に混同された可能性あり

 ニホンザルの「遺伝子汚染」が、ナショナリズム的優生思想と重ね合わせる議論

 「混血」ザル問題として

 立澤史郎「『外来対在来』を問う−−地域社会のなかの外来種」鬼頭秀一・福永真弓編『環境倫理学』東京
大学出版会、2009年、第7章.

 瀬戸口明久「なぜ移入種は排除されなければならないのか？」 『生物学史研究』69 (2002) :41-51.

 瀬戸口明久「移入種問題という争点―タイワンザル根絶の政治学」『現代思想』31-13(2003): 122-134.

 瀬戸口明久「『自然の再生』を問う――環境倫理と歴史認識」鬼頭秀一・福永真弓編『環境倫理学』東京
大学出版会、2009年、第10章.



「侵略性」「外来種」を駆除・根絶する根拠は?
 純粋な自然科学的な生物多様性の

論理を立てることは困難

 そもそも、狭い範囲の自然科学的な根拠で

決められる問題ではない

 それでは、

「倫理」としての問題領域はどのようにしてあるのか？



「倫理」的根拠をどこにもとめるのか?
 人間の「責任」ということをどこまで考えるのか

 ニュージーランドのような新大陸での人間（白人）の責任

 そもそも、「「自然」に介入すること」は、
歴史的に倫理的に正しくないのか？

 「「自然」に介入したこと」の結果の問題の解決に
「「自然」に介入する」手段を取ることは許されるのか、
あるいは、それは、むしろ人間の「責任」なのか？



「倫理」的根拠をどこにもとめるのか?
 「自然」に介入して、道具を発達させて、栽培や家畜化で「自然」

を改変してきた「人間」の「本性」を倫理的に問うことは可能か？

 『創世記』など、人間中心主義的なユダヤ・キリスト教的教義が
問題なのか？━━Lynn White, Jr. 1965

 「自然」を改変してきた「人間」の「本性」を認めた上でも、
倫理的な問題を問うことは可能

 ＝「自然」の改変のあり方の問題として問題を再構成する

 加古川の、「結果としての外来種駆除」は何を物語るのか？

 放置されたため池に棲み着くヌートリア、
ため池が「望ましくない」水辺空間になってしまった

 意識的な外来種駆除ではなく、ため池の水抜き（堤返し）
＝じゃことりによって、「結果として」ヌートリアがいなくなった



「自然」の改変のあり方の問題として再構成

 そもそも「環境問題」の捉え直し

 「近代」という問題をどう捉えるのか

 問題が、自然的な環境、自然科学的な環境問題に
集約してしまうことの危険性

 問題を、自然的な環境、精神的な環境、社会的環境の
統合的な「環境」により、再構成する

 Pierre-Félix Guattari 『三つのエコロジー』

 「社会的リンク論」による捉え直し

 再び「まもるべき」「文化」とは何かを考える



「環境」 environment とは?

• 主体にとっての「環境」――さまざまな位相

– 自然的環境

• 「自然」をどう捉えるか

– 原生自然、二次的自然

– 「生態系」概念、「生物多様性」

• 客体としての「自然」、人間と自然との関係性

– 精神的環境 歴史的環境、文化的環境

– 社会的環境

– ⇒「自然的環境」「精神的環境」「社会的環境」を
トータルとして捉える



環境倫理を考える三つの要素

環境持続性
限られた資源への対応
環境負荷を下げる
生態系の再生力を高める

社会的公正
環境問題や環境対策によって、

より多く不利益を受ける人の

存在を認識し対応する

存在の豊かさ
結果的に、持続可能性や社会的
公正を実現するような「豊かさ」
人間以外の生物などとも共存できる豊かさ
個の多様性を尊重する

ガマンを強いるような
強制的な倫理

ガマンの強制は自然に近い
特定の人たちに偏る
社会的不公正を引き起こす

自発性・convivial
生き生き生きること
「強制」から「共生」へ

自然的環境

社会的環境

精神的環境

• 自然的環境・精神的環境・社会的環境を
トータルのものとして捉える視座の必要性



人間 自然

人間の生業活動 の見直し

かかわりの全体性
integrity

社会的・経済的リンク

文化的・宗教的リンク

《生 業》

《生 活》

文化

風土



伐採や狩猟の際の儀礼

中部森林管理局所蔵「木曽式伐木運材図会」より

（林野庁中部森林管理局パンフレット『国民の森林 国有林』平成２５年版、
４頁に掲載）

＊

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を

削除しました。

テレビ朝日 テレメンタリー2006
「白神が遠のく〜“最後の
目屋マタギ”の想い〜」

青森朝日放送制作、2006年6月20日
2時40分放送



人間の生業活動 の見直し

人間 自然

切り身の文化的・宗教的リンク

かかわりの分断化
fragmentation

切り身の経済的・社会的リンク

《自然の収奪》

近代科学技術

《自然の保護》

自然科学（生態学）



社会的リンク論（social linkages theory）

• 宗教的・文化的リンク(spiritual-cultural linkages)と
経済的・社会的リンク (economic-social linkages)の

全体性 integrity／分断化fragmentation
• 分断化された「かかわり」は再構築される必要性

• 二つのリンクは、人間と自然との共進化の
プロセスの中の、ダイナミックな関係の関数であり、
スタティックな関係の実体ではない

• 固定的な過去への回帰ではない



環境省那覇自然環境事務所「世界でたったひとつの奄美を守る─奄美大島
マングース防除事業」パンフレット、2013年9月、表紙および14頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_amami.pdf

＊

＊



環境省那覇自然環境事務所「世界でたったひとつの奄美を守る─奄
美大島マングース防除事業」パンフレット、2013年9月、6-7頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_amami.pdf

＊



環境省那覇自然環境事務所「世界でたったひとつの奄美を守る─奄
美大島マングース防除事業」パンフレット、2013年9月、9頁、12頁より。
http://www.env.go.jp/nature/intro/5pr/files/r_amami.pdf＊

＊



「文化」という問題
−−外来種の問題をどう捉えるのか

 「歴史」「伝統」は絶えず動いている

 固定的な「伝統」を守るという形では問題が硬直化

 固定的な「歴史」を定めることは、
全体として整合性がとれなくなる

 外来種を排除、駆除することで、どのような生態系を
取り戻すのか？それが問われなければならない。

 かつての、在来種の多くいる生態系を戻すのも
一つの未来のつくりかた

 童謡、地域的には「島唄」などのような地域に根付いて伝え
られてきたものを伝承していくことは、歴史の中に生きること

 それを義務ではなく、
むしろ未来をそのように創るということは意味ある試みになる



「文化」という問題
−−外来種の問題をどう捉えるのか

 鮒寿司や伝統的なえり漁、湖−内湖−田んぼの
連続的な水辺−農的空間も含めて、それを取り戻すことが
琵琶湖の「再生」として考えられるかどうか=もしそうなら、
ブラックバスやブルーギルは駆除した方がいい

 マングースとの新たな文化的な関係の構築があったにせよ、
「世界でたったひとつの奄美を守る」ということが、
地域の新しい文化的な創造の行為として意味があるので
あれば、マングース駆除も意味を持ってくる

 豊岡のコウノトリは、単なる絶滅種（それも外国から持って
くる外来の遺伝子を持った個体を増殖したもの）を外から

再導入したということではなく、えさ場になる田んぼを無農
薬有機農法（コウノトリを育む農法）で再生したり、
コウノトリと共に生きるための田園空間を創ることであった



「文化」という問題
−−外来種の問題をどう捉えるのか

 佐渡のトキの再導入に関しては、Nipponia Nippon という

学名にあるように、ナショナリズム的意識を喚起させるような
種の再導入（これも遺伝子は外国産）ではあるものの、

コウノトリと同様、佐渡の地域の地域再生的なものと結びつい
て展開している限りは、地域での日常的な田園空間の創出

 しかし、「混血」を排除して「純血」を守るという狭量な
自文化中心主義的な優生思想に裏打ちされたような、

狭量なナショナリズムというものが、日常的に棲まう空間の中
で、よりよく生きるための「空間」を未来に向けてどのように
作っていくのかということに、どう関係するのかということが
問われる

 そもそも、生物多様性を守るということはどういうことか、
それが問われている



人間中心主義なのか非人間中心主義なのか

 「人間が生きていくため」ということは
人間中心主義的になることももちろんあるが、
非人間中心主義になることもある

 「人間が生きていくため」には、人間を中心に据えず、
人間以外の存在を中心に考えることこそが、
「人間が生きる」ということが出来る

 一方、「動物がかわいそう」という動機は、
非常に人間中心主義的なもの

 動物が「かわいそう」という人間の感情で、
動物との関係を捉えている

 動物愛護の思想はしばしば人間中心主義的



最後に、生物多様性を改めて捉え直す

 《人間が豊かに生きるために生物多様性保全が必要》

 《人間が豊かに生きるための自然との関係のあり方が
生物多様性保全である》

 「人間が豊かに生きるため」ということは、今まで言われた「人
間中心主義」と相容れないことが多いのではないか

 むしろ、「非人間中心主義」で言われてきたことがより結びつく

 いまの私たちがこれから環境問題を自分の問題として捉
えるようにするためには

 《私たち人間がいかに豊かに生きていくべきか
ということを考えることが環境問題を自分の問題
として捉えることである》
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